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第 10 回研究会開催のお知らせ 
 

以下の要領で研究会を開催します。院生・学部生を含め、ご関心のある方の

参加を歓迎します。なお、事前申し込み等は不要です。 

 

日 時 ： ２０２０年２月 2０日（木） １4：5０ ～ １6：2０ 

会 場 ： 経済学部棟 第 12 演習室 

報告者 ： 藤村 賢訓（地域システム学科） 

論 題 ： 意思表出困難・家族等不在の患者の医療同意について考える 

～法学的視点から～ 

要 旨 ： 障害者や認知症高齢者などの意思表出困難者に対して医療行為の提供が必

要となった場合に，必要とされる治療行為への同意に際しての成年後見人

や家族の代諾等の関与のあり方については，成年後見人の医療同意権の問

題として，議論がなされてきました。近時国連障害者権利条約 12 条の観点

から，代行決定と本人意思の矛盾が焦点化され，福祉分野を中心に代行決

定から意思決定支援への転換がなされるべきとの論調が高まっています。

本報告では，医療同意の基本原則を確認したうえで，とりわけ代行決定と

しての医療同意につき，意思決定支援は代行決定と矛盾せず，特定の関係

者に全面的決定権限を与えない代行決定の在り方に関して，成年後見制度

利用促進法上設置が進められている市町村中核機関を視野に含め，英国独

立代弁人制度，スウェーデンの社会サービス法に基づく公的後見制度につ

いても若干触れつつ，「本人意思が担保または推定される共同決定としての

医療同意」の在り方について検討してみたいと思います。 
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